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1. 実地指導の目的は 

 

・介護給付等対象サービスの質の確保 

・保険給付の適正化 

 

計画的に各事業所を訪問し、事業所の状況を確認しながら面談方式で

実施します。事業所の運営や報酬請求の状況、高齢者の尊厳保持等に関

する理解や取り組みについて確認し、必要に応じた助言や指導を行うことによ

り、保険給付の適正化及び介護サービスの質の確保・向上を図ることを目的

に行われます。 

 

 

2. 実地指導における指摘事項の種類 

 

種 類 内   容 
改善報告

書 

文書指摘 

関連法令等や指定基準等に違反すると

認められることから速やかな是正改善を求

める事項 

あり 

口頭指摘 
関連法令等の違反で軽微と認められる事

項 

なし 

助 言 
関連法令の違反とは認められないが、今

後の運営上、改善が望ましい事項 

なし 
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3. 実地指導結果・留意事項について 

 

居宅サービス計画書の交付について 

➢居宅サービス計画書（以下「ケアプラン」という。）を作成した際には、サー

ビス事業者にも交付する必要があるが、記録で交付したことが確認できないも

のがあった。 

利用者に同意を得たケアプランは、利用者だけでなくサービス事業者にも交

付しなければなりません。交付した日とともに交付した事業者が分かるように記

録してください。 

※実際に交付していたとしても、交付したことが確認できない場合は運営基

準減算に見なされる場合があります。 

 

 

虐待の防止のための措置に関する事項について 

➢運営規程に定めておくよう努めなければならない事項として、「虐待防止

のための措置に関する事項」が追加されましたが、運営規程や重要事項説明

書に記載した事項に整合性が取れていないものがあった。 

指針の整備や研修などは令和 6年 3月 31日まで経過措置期間が設け

られていますが、虐待はいつでも起こりえることですので、経過措置期間中にも

定めておくよう努めてください。 

 

□虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催 

□事業所における虐待防止のための指針を整備 

□虐待防止のための研修を定期的に実施 

□上記を実施するための担当者を配置 
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解決すべき課題の把握について 

➢課題の把握は利用者の居宅を訪問すること、利用者又はその家族に面談

すること、サービス担当者会議を開催することなどが決められています。 

特段の事情がない限り、ケアマネジメントの手順に沿って課題分析を行うこと。 

 

➢アセスメントシートの作成では、認定調査票・主治医意見書を丸写しして

いる、2 回目以降の作成でも前回をそのまま複写していることが見受けられま

した。ケアマネジメントの入り口である課題の把握が間違っていると適切な方

法を導き出すことができません。調査時にはできなかったことでも改善がみられ

る場合がありますので、より詳細な聞き取りを心掛けてください。 

※ケアプランの作成前、サービス担当者会議の開催前に訪問によるアセスメン

トが行われているなどの事実確認できない場合は運営基準減算に見なされる

場合がありますので支援経過に記録するようにしてください。 

 

参考：自立支援・重度化防止に向けたケアマネジメント 

6.ケアマネジメントプロセス (1)ケアマネジメントの手順 ②アセスメント(情報収集と課題分析) 

 

 

サービス担当者会議の開催と欠席者への照会について 

➢サービス担当者会議に出席できない事業者には、文書による照会を行うこ

と。その際、照会内容は「何か意見があれば記入してください」などの依頼では

なく、会議の目的や支援に際してどのような留意事項が予想されるのか明確

にしたうえで、専門的な意見を回答してもらうこと。 

 

例）照会内容として、確認が必要な支援内容、状態変化時における対応、

目標を達成するためにサービス事業者が行う支援や工夫、利用者の希望す

る支援への回答、目標達成が難しい状況（阻害要因）など 
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➢照会内容については会議の前に回答をもらい、ケアプランに反映させるよう

にしてください。 

 

➢サービス担当者会議の要点に、本人や参加者の意見が記載されていない

記録が見られます。実際に出席したか、会議が開催されたか判断できません

ので、本人を含め出席した担当者の意見を必ず記載するようにしてください。 

 

➢軽微な変更の解釈は、ローカルルールが多いため、ケアマネの判断で軽微

な変更にしないこと。迷ったら開催するという判断が必要です。軽微な変更と

判断した根拠は、支援経過に記載する必要があります。 

 

参考：自立支援・重度化防止に向けたケアマネジメント 

6.ケアマネジメントプロセス (1)ケアマネジメントの手順 ④サービス担当者会議 

7.課題整理総括表 第 4表 サービス担当者会議の要点 

 

 

福祉用具貸与、福祉用具販売が必要な理由の記載 

➢ケアプランに福祉用具貸与、福祉用具販売を位置付ける場合にはサービ

ス担当者会議でその利用の妥当性の検討し、必要な理由を記載すること。

継続して貸与を受ける必要がある場合についても同様です。 

 

➢ケアプランやサービス担当者会議の要点には、妥当性を検討した内容が確

認できるよう、各参加者の意見を記載すること。 

 

➢専門家として、安全性を確認したうえで他の方法を提案することが重要。 

「○○のため必要だと思われる」、「病院、家族から準備するよう言われた」、

ベッドを持っていない、病院と同じ環境にするため「環境整備が必要」、歩行や

移動ができるのに「ベッド上でご飯を食べたいから」、「読書のためテーブルが必
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要」といった理由は、根拠に基づくケアマネジメントが不十分な場合があります。

自立を目指した介護給付に頼らない方法を常に検討してください。要介護２

や要介護３だからといって特殊寝台や車いすの貸与が認められるわけではあり

ません。 

 

➢身体機能等に改善がみられていても、貸与品目が見直されていないケース

があります。認定有効期間いっぱい貸与し、認定結果により返却するといった

ことのないよう途中でケアプランを見直すなどの対応をしてください。 

※妥当性について不適切と判断される場合には、福祉用具の返却や他の用

具への変更を検討していただきます。 

 

参考：自立支援・重度化防止に向けたケアマネジメント 

6.ケアマネジメントプロセス (1)ケアマネジメントの手順 ⑦モニタリング・評価 

7.課題整理総括表 第 4表 サービス担当者会議の要点 

8.軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について 

 

 

各種加算や運営基準の要件について 

➢間違った認識により遡って過誤が発生しないよう、定期的に加算や運営基

準の要件をチェックするよう心掛けること。 

 

➢同じ利用者に対して、区分変更（新規作成）した月と認定が出た月に

初回加算を算定し給付管理していた。要介護認定が遅れたため、月遅れ請

求になったもの。同月にまとめて複数月分を請求する場合などは、加算を算

定する月を間違わないように注意すること。 

 

➢入院時情報連携加算の算定要件である入院してから介護支援専門員が

病院等の職員に対して必要な情報を提供した日を誤って算定していた。請
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求する際にも算定要件等の記録を確認すること。 

 

➢特定事業所加算は、個別研修や他法人が運営する居宅介護支援事業

所と共同で事例検討会、研修会等を実施することが要件だが、記録や研修

資料の整備が不十分であった。それぞれの研修会ごとにファイルを分けるなど、

どの研修会の記録であるか明確に分かるように保管すること。 

「特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録」が作成されてい

なかったため、毎月作成すること。 

介護支援専門員実務研修における「実習科目」等への協力体制を整備

していることが分かる書類を保管しておくこと。 

 

➢ターミナルケアマネジメント加算について、死亡日及び死亡前 14 日以内に

2 日以上、利用者の居宅を訪問したことが記載されていなかった。2 日以上

は訪問し、支援したことが確認できるよう支援経過に記録を残すこと。 

 

➢指定居宅介護支援事業者は、基本方針をはじめとして、指定居宅介護

支援の具体的取扱方針などの法令に基づく事項の遵守、要介護者の心身

の状況等に応じて適切な居宅介護支援を提供するとともに、自らその提供す

る指定居宅介護支援の質の評価を行うよう努めてください。 

 

 

支援経過(第 5表)へのモニタリング結果の記録方法について 

➢支援経過は、介護支援専門員等がケアマネジメントを推進する上での判

断の根拠（軽微な変更の根拠等）や介護報酬請求（ターミナルケアマネジ

メント加算の訪問日等）に係る内容等を記録すること。介護報酬請求に係

る内容等を記録していることが分かるよう、項目ごとに整理して記載すること。 
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➢モニタリングを通じて把握した利用者や家族の意向・満足度、目標の達成

度、事業者との連絡調整、書類交付の記録のほか、ケアプランの変更の必要

性も記載する。毎月同じ内容をコピーしているだけでは不適切。 

 

➢共通でない略語や専門用語は用いず、誰もが理解できるように記載する。

日時、曜日、対応者、記載者（署名）、利用者や家族の発言内容等 

 

➢支援経過は個人的なメモではなく、公的な記録。曖昧で抽象的な表現、

科学的根拠のない予想やケアマネの思いや個人の判断、感情的な表現は記

載しない。 

 

➢判断した根拠、具体策の提案や提案に対する利用者の発言などを詳しく

記載する。 

例）いつも寝てばかりで、このままでは寝たきりになる。何もやりたくないといい、

認知症が進行する恐れがある。 

→1 か月前から外出せず、食事の時間以外は横になっていることが多くなり傾

眠状態が続いている。散歩することを提案したが、眩暈がして起きていたくない

とのこと。○○日受診の同行し、眩暈について主治医に相談することにした。 

 

➢事業所の公的書類としての位置づけであり、箇条書きを活用するなど分か

りやすく記載すること。利用者や事業者に対する敬語や丁寧語を多用しな

い。 

よくある例）「○○様に署名していただく。」、「○○していただくことで安心でき

る。」、「経管栄養を管理していただく。」、「水分を飲んでいただく。」 

 

参考：自立支援・重度化防止に向けたケアマネジメント 

7.課題整理総括表 第 5表 居宅介護支援経過 
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相談苦情事故に関する対応について 

➢入院等でサービス提供を受けていない利用者からの将来的な方針の相談

について不適切な対応があった。 

指定居宅介護支援の具体的取扱方針において、「介護支援専門員は、

適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供され

た場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難と

なったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望

する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとす

る。」とあり、入院中や契約の有無や請求に結びつかない業務であっても、高

齢者福祉・介護の相談窓口として親切・丁寧な対応を心掛けること。 

 

 

勤務実績表について 

➢勤務表に勤務実績が記録されていないため、勤務した実績の把握がしにく

いことが確認された。有休休暇等があった場合、予定と実績で変更が分かる

よう書類を整備しておくこと。 

 

 

雇用契約書について 

➢人員配置、業務内容の変化に合わせて就業規則を確認し、現在の就労

状況に合わせた雇用契約書になっているか内容を見直すこと。 
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事業者の求められる「法令順守」 

重要：日常的なコンプライアンス体制の確保が必要 

（１）介護保険制度において、介護サービス事業者・施設の義務とは 

① 要介護者及び要支援者の人格を尊重すること 

② 介護保険法又はそれに基づく政令・省令を遵守すること 

③ 要介護者又は要支援者のために忠実にその職務を遂行すること 

④ 上記の業務の履行が確保されるよう、業務管理体制を整備すること 

 

（２）「法令遵守」（＝コンプライアンス）とは 

            ① 指定の取消処分などの事由になるような行為をしないこと 

② 人員、設備、運営基準などを守り、法律にのっとったサービスを提供すること 

 

～ 「知らなかった」 という言い訳は、通用しない！～ 

 

 

※南部町 HP>健康・福祉>介護保険>介護保険事業者向け情報 

http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,0,26,335,html 

 指定居宅介護支援事業所の実地指導について 

             ○事前に提出していただく書類 

              ２ 自己点検シート（人員・設備・運営編） 

              ３ 自己点検シート（介護報酬編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠法令等 

○介護保険法 

○南部町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例  

○南部町介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 

○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福

祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施

上の留意事項について（平成 12年老企第 36号） 

 

年に１回 

確認！ 


